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三島市スポーツ関係団体連合会 規約 

 
（名 称） 

第１条 この会は、三島市スポーツ関係団体連合会（以下、「連合会」）という。 

 

（事務所の所在地） 

第２条 連合会の事務所は、三島市スポーツ推進課内に置く。 

 

（目 的） 

第３条 連合会は、第５条に定める会員団体が総合的に行う共同事業とともに、各会員団体が行う自主的

事業を支援・協力することにより、もって三島市民のスポーツの推進及び健康増進を図るため、ま

た三島市の健全な地域社会の発展と健康都市の形成に寄与することを目的とする。 

 

（事 業） 

第４条 連合会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

 （１）会員団体が総合的に行う共同スポーツイベントの開催及び健康増進のために行う事業 

 （２）各会員団体が自主的に行うスポーツ及び健康増進のための事業に対する支援並びに協力 

 （３）スポーツ及び健康増進のための各種講習会・講演会などの開催 

 （４）三島市が行うスポーツ関連施設の建設・設置などに対する企画・立案・意見 

 （５）三島市が行うスポーツ関連事業の施策に対する企画・立案・意見 

 （６）青少年の健全育成のための事業及び高齢者並びに障害者に対する健康維持・向上のための事業 

 （７）その他、目的達成のために連合会が認める事業 

 

（会員団体） 

第５条 連合会の会員団体は、三島市に事務所又は事務局を置く三島市スポーツ関係団体として登録され

た「別表１」の団体をもって構成する。 

 

（理 事） 

第６条 連合会は、各会員団体から選出された２名が理事となる。 

 

（役 員） 

第７条 連合会に次の役員を置く。 

 （１）会長  １名 

 （２）副会長 １名 

 （３）幹事  若干名 

（役員の選任及び任期） 

第８条 役員は、理事の中から互選し、任期は２年とする。ただし、補欠により就任した役員の 

任期は前任者の残任期間とする。 
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（役員の職務） 

第９条 役員は、次の職務を行う。 

 （１）会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

 （２）副会長は、会長を補佐して会務の全てを掌握し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 （３）幹事は、会務に精通して事務を分担し、会長・副会長を補佐する。 

 

（会 議） 

第１０条 連合会の会議は、必要に応じて開催する。 

 

（事業年度） 

第１１条 連合会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日とする。 

 

（事務局） 

第１２条 連合会の事務を行うために事務局を置く。 

 （１）事務局は、三島市スポーツ推進課内に置く。 

 （２）事務局に関する所掌について、会長はスポーツ推進課長と協議のうえ、別途定める。 

 

（その他） 

第１３条 この規約に定めるもののほか、連合会の運営に関し決定すべき事項が生じたとき、会長は第１

０条に定める会議において決定する。 

 

附 則 

  この規約は、令和５年１０月１８日より施行する。 

 

別表１（第５条関係） 

 

会員団体名 

NPO 法人三島市スポーツ協会 

三島市レクリエーション協会 

三島市スポーツ推進委員会 

三島市体育振興会連絡協議会 

三島市スポーツ少年団 
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三島市スポーツ関係団体連合会 

 

１ 会員名簿 

会員団体名 団体長 委員 

ＮＰＯ法人三島市スポーツ協会 会 長 佐野 忠幸 専務理事 勝又 弘美 

三島市レクリエーション協会 会 長 甲斐 幸博 副 会 長 山本 昭男 

三島市スポーツ推進委員会 委員長 斉藤 義次 副委員長 笹原 増夫 

三島市体育振興会連絡協議会 会 長 小野 治雄 副 会 長 堀池 陽彦 

三島市スポーツ少年団 本部長 足立 博道 副本部長 田村 憲治 

 
２ 令和６年度 年間活動  

開催日 内容 

４月１６日（火） 

① 各団体の令和５年度事業報告及び令和６年度事業計画について 

② 令和６年度スポーツ推進課事業計画について 

③ 中学生部活動支援 スポーツ教室一覧 

１０月１６日（水） 

① スポーツ健幸都市宣言について 

② 三島市民体育館 利用料金改定について 

③ 第２期スポーツ推進計画策定のためのアンケート調査について 

④ 三島市スポーツ功労者表彰について 

⑤ 三島市民体育館大規模改修工事の進捗状況及び記念式典について 

１月２４日（金） 

① 三島市スポーツ功労者表彰について 

② 令和７年度 スポーツ・デーについて 

③ 三島市民体育館リニューアルオープン記念式典について 

 


